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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
三
十
六
号 

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
評
価
方
法
基
準
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 後 改 　 　 　 　 正 　 　 　 　 前

第１～第４　（略） 第１～第４　（略） 

第５　評価の方法の基準（性能表示事項別） 第５　評価の方法の基準（性能表示事項別） 

１　構造の安定に関すること １　構造の安定に関すること 

１－１　耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） １－１　耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） 
く く

⑴・⑵　（略） ⑴・⑵　（略） 

⑶　評価基準（新築住宅） ⑶　評価基準（新築住宅） 

評価対象建築物のうち建築基準法第20条第１項第１号に 評価対象建築物のうち建築基準法第20条第１項第１号に

規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイか 規定する建築物以外の評価対象建築物について、次のイか

らリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合 らリまでのいずれかに定めるところにより各等級への適合

判定（ある等級に要求される水準を満たしているか否かを 判定（ある等級に要求される水準を満たしているか否かを

判断することをいう。以下同じ。）を行うこと。この場合 判断することをいう。以下同じ。）を行うこと。この場合

において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省 において、構造計算を行う場合には、平成19年国土交通省

告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20 告示第592号の規定によること。ただし、建築基準法第20

条第１項各号に定める基準に適合している評価対象建築物 条第１項各号に定める基準に適合している評価対象建築物

は、等級１を満たすものとすることができる。また、一の は、等級１を満たすものとすることができる。また、一の

評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が 評価対象建築物について、階、方向又は部分により等級が

異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低い 異なる場合においては、それぞれの等級のうち、最も低い

  ものを当該評価対象建築物の等級とすること。 ものを当該評価対象建築物の等級とすること。

  イ　（略） イ　（略）

  ロ　保有水平耐力計算等による場合 ロ　保有水平耐力計算等による場合

次の①から③まで（等級１への適合判定にあっては② 次の①から③まで（等級１への適合判定にあっては②

  及び③）に掲げる基準に適合していること。 及び③）に掲げる基準に適合していること。

①　評価対象建築物の地上部分について、次のａ又はｂ ①　評価対象建築物の地上部分について、次のａ又はｂ

のいずれかに適合し、かつ、次のｃに適合している場 のいずれかに適合し、かつ、次のｃに適合している場

合を除いては、令第82条の３第１号の規定によって計 合を除いては、令第82条の３第１号の規定によって計

算した各階の水平力に対する耐力が、同条第２号の規 算した各階の水平力に対する耐力が、同条第２号の規

定によって計算した必要保有水平耐力に評価方法基準 定によって計算した必要保有水平耐力に評価方法基準
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第５の１の１―１⑵ロ②の表の(い)項に掲げる等級に 第５の１の１―１⑵ロ②の表の(い)項に掲げる等級に

応じ(ろ)項に掲げる数値以上の倍率（以下１－１にお 応じ(ろ)項に掲げる数値以上の倍率（以下１－１にお

いて「耐震等級（倒壊等防止）に応じた倍率」という いて「耐震等級（倒壊等防止）に応じた倍率」という

。）を乗じて得た数値以上であること。この場合にお 。）を乗じて得た数値以上であること。この場合にお

いて、平成19年国土交通省告示第594号第４第３号ロ いて、平成19年国土交通省告示第594号第４第３号ロ

⑴中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地 ⑴中「地震時に柱の脚部に生ずる力」とあるのは「地

震時に柱の脚部に生ずる力に評価方法基準に規定する 震時に柱の脚部に生ずる力に評価方法基準に規定する

耐震等級（倒壊等防止）に応じた倍率を乗じた力」と 耐震等級（倒壊等防止）に応じた倍率を乗じた力」と

し、同告示第４第４号の表は、Ｋの数値に耐震等級（ し、同告示第４第４号の表は、Ｋの数値に耐震等級（

倒壊等防止）に応じた倍率を乗じて適用するものとし 倒壊等防止）に応じた倍率を乗じて適用するものとし

、同告示第４第５号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評 、同告示第４第５号イ中「0.3」とあるのは「0.3に評

価方法基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に応じ 価方法基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に応じ

  た倍率を乗じた数値」とする。 た倍率を乗じた数値」とする。

ａ　（略） ａ　（略） 

ｂ　建築基準法第20条第１項第２号に掲げる建築物以 ｂ　建築基準法第20条第１項第２号に掲げる建築物以

外の評価対象建築物については、次の(i)から(iv) 外の評価対象建築物については、次の(i)から(iv)

  までのいずれかに適合していること。 までのいずれかに適合していること。

(ⅰ)　（略） (ⅰ)　（略） 

(ⅱ)　鉄骨造の評価対象建築物にあっては、令第82 (ⅱ)　鉄骨造の評価対象建築物にあっては、令第82

条の６第２号及び平成19年国土交通省告示第59 条の６第２号及び平成19年国土交通省告示第59

3号第１号イ⑷に定めるところによりする構造 3号第１号イ⑶に定めるところによりする構造

計算によって確かめられる安全性を有するもの 計算によって確かめられる安全性を有するもの

であること。この場合において、同号イ⑷中「 であること。この場合において、同号イ⑶中「

〇・三」とあるのは「〇・四（水平力を負担す 〇・三」とあるのは「〇・四（水平力を負担す

る筋かいを設けた階（地階を除く。）を含む評 る筋かいを設けた階（地階を除く。）を含む評

価対象建築物にあっては〇・五）に、評価方法 価対象建築物にあっては〇・五）に、評価方法

基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に応じ 基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に応じ

た倍率を乗じて得た数値」とし、「確かめられ た倍率を乗じて得た数値」とし、「確かめられ

たもの」とあるのは「確かめられたこと」とし たもの」とあるのは「確かめられたこと」とし

、「地震力によって当該柱に生ずる力」とある 、「地震力によって当該柱に生ずる力」とある
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のは「地震力によって当該柱に生ずる力に評価 のは「地震力によって当該柱に生ずる力に評価

方法基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に 方法基準に規定する耐震等級（倒壊等防止）に

  応じた倍率を乗じた力」とする。 応じた倍率を乗じた力」とする。

(ⅲ)・(iv)　（略） (ⅲ)・(iv)　（略） 

ｃ　（略） ｃ　（略） 

  ②・③　（略） ②・③　（略）

ハ～チ　（略） ハ～チ　（略）

リ　木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準 リ　木質接着パネル工法の評価対象建築物における基準 

木質接着パネル工法（木質接着複合パネル（平成12年 木質接着パネル工法（木質接着複合パネル（平成12年

建設省告示第1446号第１第13号に規定する木質接着複合 建設省告示第1446号第１第13号に規定する木質接着複合

パネルをいう。以下同じ。）を水平力及び鉛直力を負担 パネルをいう。以下同じ。）を水平力及び鉛直力を負担

する壁として設ける工法をいう。以下同じ。）の評価対 する壁として設ける工法をいう。以下同じ。）の評価対

象建築物については、次の①から③まで(等級１への適 象建築物については、次の①から③まで(等級１への適

合判定にあっては②及び③）に掲げる基準に適合してい 合判定にあっては②及び③）に掲げる基準に適合してい

ること。 ること。 

①　次のａ又はｂのいずれか（地階を除く階数が３以上 ①　次のａ又はｂのいずれか（地階を除く階数が２以上

の評価対象建築物、延べ面積が300㎡を超える評価対 の評価対象建築物、延べ面積が300㎡を超える評価対

象建築物又は高さが16ｍを超える評価対象建築物にあ 象建築物又は高さが16ｍを超える評価対象建築物にあ

っては、ａに限る。）に適合していること。 っては、ａに限る。）に適合していること。 

ａ・ｂ　（略） ａ・ｂ　（略） 

②・③　（略） ②・③　（略）

⑷　（略） ⑷　（略） 

１－２～１－７　（略） １－２～１－７　（略）

２　（略） ２　（略） 

３　劣化の軽減に関すること ３　劣化の軽減に関すること 

３－１　劣化対策等級（構造躯体等） ３－１　劣化対策等級（構造躯体等）
く く

⑴・⑵　（略） ⑴・⑵　（略） 

⑶　評価基準（新築住宅） ⑶　評価基準（新築住宅） 

次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる評価対象建築物の種類に 次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる評価対象建築物の種類に

応じ、それぞれ次に掲げる基準によること。ただし、耐久 応じ、それぞれ次に掲げる基準によること。ただし、耐久
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性等関係規定（構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限 性等関係規定（構造躯体等の劣化軽減に関係するものに限
く く

る。）に適合している評価対象建築物は、等級１を満たす る。）に適合している評価対象建築物は、等級１を満たす

ものとすることができる。 ものとすることができる。 

イ　木造 イ　木造 

①　等級３ ①　等級３

次に掲げる基準に適合していること。 次に掲げる基準に適合していること。

ａ　（略） ａ　（略）

ｂ　土台 ｂ　土台 

土台が次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに適合し 土台が次の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに適合し

、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けら 、かつ、土台に接する外壁の下端に水切りが設けら

れていること。ただし、ａの(ⅲ)に掲げる基準に適 れていること。ただし、ａの(ⅲ)に掲げる基準に適

合している場合にあっては、ｂに掲げる基準に適合 合している場合にあっては、ｂに掲げる基準に適合

していることを要しない。 していることを要しない。

(ⅰ)　（略） (ⅰ)　（略） 

(ⅱ)　構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区 (ⅱ)　構造用製材規格等に規定する心材の耐久性区

分Ｄ の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、 分Ｄ の樹種のうち、ヒノキ、ヒバ、ベイヒ、１ １

ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、ウェスタ ベイスギ、ケヤキ、クリ、ベイヒバ、タイワン

ンレッドシーダーその他これらと同等の耐久性 ヒノキ、ウェスタンレッドシーダーその他これ

を有するものに区分される製材又はこれらによ らと同等の耐久性を有するものに区分される製

り構成される集成材等が用いられていること。 材又はこれらにより構成される集成材等が用い

 られていること。 

(ⅲ)　（略） (ⅲ)　（略） 

ｃ～ｈ　（略） ｃ～ｈ　（略） 

  ②・③　（略） ②・③　（略）

ロ～ニ　（略） ロ～ニ　（略） 

⑷　（略） ⑷　（略）

４～11　（略） ４～11　（略）
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附　

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
５
の
３
の
３

１

イ
①
ｂ

の
改
正
規
定
は
、

－

（３）

（ⅱ）

枠
組
壁
工
法
構
造
用
製
材
及
び
枠
組
壁
工
法
構
造
用
た
て
継
ぎ
材
の
日
本
農
林
規
格
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
令
和

七
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。 

２　

次
に
掲
げ
る
住
宅
に
係
る
変
更
設
計
住
宅
性
能
評
価
又
は
建
設
住
宅
性
能
評
価
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。 

一　

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
設
計
住
宅
性
能
評
価
が
行
わ
れ
た
住
宅 

二　

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
設
計
住
宅
性
能
評
価
が
行
わ
れ
た
住
宅 


